




1 はじめに:鳥取県における乳幼児保健に関する取り組み 

鳥取県の乳幼児健診制度は鳥取県,県医師会,鳥取大学と各保健所の委員からなる健康対策

協議会乳幼児健診検討委員会が母体となり検討されている。昭和 55 年度より 3歳児健診票

を,58 年度より 1歳 6か月児健診票を県下で統一した。さらに健診結果を集積し,分析した

結果を地域に還元する事業をすすめてきた。今後は1歳 6か月児健診結果と 3歳児健診結

果の関連を分析することが可能である。 


